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松戸市議会議員の高橋伸之です。
常日頃より皆様のご支援、誠にありがとうございます。
本年も市民の皆様のため、一生懸命働かせていただきます。
今回の通信は、昨年 12 月定例会での私の一般質問の内容と新

たに実施される事業についてご報告いたします。

 緊防債を活用して学校体育館に空調整備を！ 緊防債を活用して学校体育館に空調整備を！

歩行者等を交通事故から守るために！歩行者等を交通事故から守るために！

公明党

　愛知県知立市ではドライバーへ注意喚起するために、横断歩道の手前の道路上

に 2色の市松模様（チェッカー模様）のカラーペイント（黄と赤・黄と青）を施

す社会実験をしました。結果は「横断歩道前のブレーキ

の回数が増えた」「歩行者がいる場合は車が停車する回数

が増えた」という良い効果が現れました。

　本市も同様のカラーペイントを信号機の無い交差点や

横断歩道の手前に施すことを提案しました。

　市は「他市の動向を注視する」という答えでした。

 物価高騰対策として住民税非課税世帯へ 7万円を給付します！

　※松戸市は 1月下旬頃に案内発送・早くて 2月下旬頃支給　　

　災害時には避難所となる学校体育館に、財源として、緊急防災・減災事業債（緊

防債）を使い、空調整備を急ぐべきと主張しました。緊防債は事業費の 70％が交

付税措置されるので市の負担は 30％で済みます。

　しかし、その活用期限が令和 7年度までなので、来

年度には設計費用を予算計上しなければなりません。

　市は「緊防債を活用しての整備が間に合うよう実施

を検討する」という前向きな姿勢を示しました！


